
相続手続きでお困りごとはありませんか？

相続手続きの相談は相続実績豊富な専門家にご相談！

相続・遺言・相続税・家族信託の無料相談ができます！
相続の相談実績1,000件以上の相続の専門家が対応

相続の無料相談会
5/15【土】16【日】17【月】

18【火】19【水】20【木】21【金】

ご予約
ダイアル

場　所

相談時間

7日間開催
事前予約制

かぜのおか司法書士法人

※事前予約制（お電話でお申込下さい）

【天文館オフィス】鹿児島市中町8番12号 cocon BLD NEUF3階
【吉野オフィス】鹿児島市吉野町3221-1

0120-976-076

●相続税がどの程度かかるか知りたい。
●相続税を節税したい。
●相続税申告に必要な手続きを知りたい。

経験豊富な税理士が、相続税申告の方法や
相続税申告の準備のご提案をします。

相続税申告について

●将来的に利用予定のない土地を売却したい。
●維持・管理が難しい不動産を保有している。
●実家が共有名義で相続人間で話し合いが
　進まない。

相続手続きから相続不動産の売却までを
一括してサポートします。

相続不動産について
●高齢のため自分では手続きが難しい。
●働いており昼間に手続きする時間がない。
●預貯金、株式、会員権の名義変更方法がわからない。
●相続された口座や不動産、証券等の名義を一括して変更したい。

財産の名義変更をしないで放置しておくと、
後で様々なトラブルが起こります。

財産の名義変更について

●相続人が多数いて、手続きがなかなか進まない。
●公平性、透明性をもって相続人間の清算行為まで
　代行してほしい。（紛争がない場合に限ります）
●他の相続人の所在が分からず、話し合いが進まない。

亡くなられた方の遺志を尊重し、遺された相続人と
トラブルにならないようにお手伝いいたします。

遺産整理業務について
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④14:00～14:50 ⑤15:00～15:50 ⑥16：00～16：50
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かぜのおか司法書士法人
（天文館オフィス）

山形屋

N

山形屋からすぐ

司法書士は司法書士法の範囲内で、税理士は税理士法の範囲内で業務を行います。

2021

当事務所では皆様に少しでも安心してご来所いただけるよう下記に取り組んでいます。

●アクリル板の設置　●消毒液を利用した手の殺菌　●定期的な換気　●マスクを着用した面談
その他ご不安な事に関しましては当事務所までお問い合わせくださいませ。

当事務所の
新型コロナウイルスへの
対策につきまして



相続の専門家がお悩みを解決します
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0120-976-076 【予約受付】相談をご希望の方はお電話にて
事前申し込みをお願い致します。

かぜのおか司法書士法人
天文館オフィス　〒892-0827 鹿児島市中町８番１２号 cocon BLD NEUF３階（旧 副島ビル）
吉野オフィス　〒892-0871 鹿児島市吉野町3221-1

平日9：00～18：00

御召覧公園
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N かぜのおか司法書士法人
（吉野オフィス）

代表 岩切 康広
（鹿児島司法書士会　第719号）

平成２１年５月に吉野町でかぜのおか司法書士事務所を開設し
ました。開業以来、数多くの相続・遺言のご相談を受け、相続
手続きのお手伝いをさせていただきました。私どもは、遺産を
遺す方にとっても遺産を受ける方にとっても、円満で円滑に相
続手続きを実現するためのサポートをさせていただきます。

かぜのおか司法書士法人

司法書士 代表 中村 一光
（南九州税理士会鹿児島支部 第107533号）

当会計事務所は顧問先や提携先に司法書士や弁護士が多くその
関係で昔から相続税の申告を多く扱ってまいりました。「税理士
事務所」「会計事務所」と聞くと、なんとなく敷居の高いイメージ
がありますが、海抜２ｍの騎射場界隈同様、敷居の低い、どなたで
も気軽に相談出来る事務所ですのでお気軽にご相談ください。

きしゃば会計事務所

税理士

所有者不明の土地がこれ以上増えないように、2023年以降相続登記等の義務化予定です。

相続登記の義務化前の現在でも、以下のようなデメリットがあります

●自分で手続きを行おうと思ったけど、間に合わなかった…
●相続税申告に期限があるなんて知らなかった…
●手続きに必要な書類が分からなくて進まない…
●税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類がきて、思い出した…

相続税申告には期限があります！
相続税申告も
放置せずにすぐに
相続の専門家へ
相談を！

相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内にしなければなりません。
手続きを放置しているとあっという間に10ヶ月が経ってしまいます。

相続登記を放置していた場合に被るデメリット
元々の相続人が亡くなった場合に、
相続関係が複雑になり、
手続きが面倒になる

相続した不動産が
自分の意志で売却したり、
担保に入れたりできなくなる

相続人の中に借金がある人が
いた場合、相続持分を差し押
さえられるリスクがある

相続トラブルにつながる可能性があります！ 

相続登記（名義変更）はお早めに！


